


４ 再点検の結果 

(1)全所属で一斉に再点検した項目 

○業務プロセスの再点検 

各所属で再点検を実施し、結果をＤ＊ＢＯＸで共有するとともに、各所属での再

点検結果をもとに「業務改善ハンドブック」を作成。（別紙 1） 
また、部局・全庁で特に解決すべき課題としてＤ＊ＢＯＸに登録があったものに

ついて、対応の主なものは別紙 2 のとおり。 
 

○事務用品の再点検 

  所属内、部局内でリユースしきれずに行財政改革推進課で全庁的にリユースす

る事務用品として、ボールペン（約２００本）、蛍光ペン（約７０本）、シャープ

ペン（約１００本）、付箋（約３５０個）など多数の事務用品を集約し、全庁的に

リユースを行った。 

 

(2)個別に検討しながら再点検した項目 

○関係課がある項目 

  ISO14001（環境マネジメント）や情報公開等について、再点検の結果の主なも

のは別紙 3のとおり。 

 
○関係課がない項目 

   庁内会議やメール等について、「三重県庁スタンダードルール」「効率的・効果

的な業務実施のための心構え」を作成。（別紙 4、別紙 5） 
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業務プロセス再点検部局・全庁対応提案データベースへの対応の主なもの 

内容 所属の意見 左記に対する回答 

物品表示票 
物品表示票にはバーコードがあり、小さい備品には

張りにくいので、バーコードを削除する。 

物品表示票の添付が困難な場合は、他の標示等に代えることがで

きる。（会計規則第 107条参照） 

予算の所要額調査等 

現年予算の執行計画、内示、令達の時期と決算見込

みの時期の予算の執行サイクルが短いので、当該年

度の早い時期に、事務所の作成する所要額調査表に

沿った執行計画、内示、令達作業を進める。 

所要額調査等について、できるだけ早期に実地できるようにす

る。 

一人一台パソコン等の

ソフト修正 

ソフト（Java、Adobe 等）修正の際、各職員がダウ

ンロード、インストール及び設定を行っているが、

VBScriptによって自動化する。 

VBScript による自動化を含めて、現在、確実性・運用性に配慮

した最適な手段の検討を行っている。 

工事費精算調書作成 

決算時期の工事費精算調書の作成において、進行管

理システムの保有するデータを活用しやすいよう

にシステムの改修やシステム利用方法等の運用を

見直す。 

進行管理システム管理担当とシステム改修作業を進め、並行して

各建設事務所の意見も聞いており、H25決算までには進行管理シ

ステムの改修ができる予定。 

貯蔵品残高の定例報告 

三重県企業庁会計規定で貯蔵品残高の定例報告が

規定されているが、財務会計システムで確認できる

ので、規定の改正を行う。 

平成 26 年度からは半期に一度、貯蔵品残高内訳書とともに報告

を求めるように改正する方向で検討する。 
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検討会が選んだ「改善の方向性を検討していく項目・内容」に対する所管課の意見の主なもの 

 

※( )は意見件数 

実施済・実施予定 検討中・検討予定 

項目・内容 所管課の意見 項目・内容 所管課の意見 

オールインワン 

システム   (96) 

事業マネジメントシート

の簡素化 
別表、事務事業総括表を廃止 

 

運用マニュアルの整備 運用状況を踏まえ、年度内に整備 

ISO14001（環境 

マネジメント）(76) 
認証の必要性 

「みえ成果向上サイクル」（スマー

トサイクル）に環境マネジメント

システムを一本化することとし、

ISO14001の認証は更新しない 

 

公文書管理 

(149) 

ハイブリッド決裁 公文書管理規定の運用を変更 

 

文書主任の業務 
実情に応じて文書主任の監督のも

と、他の職員が行うことも可能 

歴史的公文書の引継ぎ・選

別に関する事務の簡素化 

簿冊データ等を活用して引継ぎの

減量化と確実な引継ぎを図ること

とし、11月に説明会を開催 

情報公開 

(227) 
開示日の延長 

事務処理上の困難その他正当な理

由があるときに 30 日以内に限り

延長できる（情報公開条例 13条 2

項） 

過去の開示・非開示等の判断事

例の情報共有 

例えば、情報公開審査会での具体的

な判断事例を情報共有するなど、で

きる範囲から検討 

総務事務関係 

(92) 
 

アラート表示 他の要望項目と同様に検討 

所属長向け等の注意事項 
希望者に対して、個人研修（サテラ

イト）等の実施を検討 

※下線は中間報告(H25.9)以降の変更箇所 
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検討会が選んだ「改善の方向性を検討していく項目・内容」に対する所管課の意見の主なもの 

 

※( )は意見件数 
実施済・実施予定 検討中・検討予定 

項目・内容 所管課の意見 項目・内容 所管課の意見 

会計事務関係 

(64) 

仕様書の作成 
小規模修繕については、仕様書作

成サポート事業を実施 
 

出納ポータルサイト 
分かりやすく、見やすい新しいポ

ータルサイトとしてリニューアル 

システム 

(167) 

会議室の収容人数 会議室名称の後ろに定員を追加 グループウェアの職員録 
職員のニーズ調査の結果を踏まえ、

機能改善を検討 

写真管理システム 

地 図 上 で の 写 真 の 管 理 は

「 M-GIS」、写真の台帳管理は

「D-BOX」で利用が可能。 

公用車の予約 
各部局総務課担当者の意見も聞きな

がら検討 

庁内 SNS  「電子会議室」が利用可能 メールの許容容量 
庁内メールは、容量増加の可否を検

討 

庁内用「宅ファイル便」 

LGWAN 基本アプリケーションサー

ビス（メーリングリストサービス

及びファイル転送サービス）の活

用 

 

メールの許容容量 
庁外メールは、添付ファイルの制

限容量を増加 

システム活用(42) グループウェアの予定表 CSV 形式等で一覧出力が可能 電子ロッカーの並び順 機能改善を検討中 

※下線は中間報告(H25.9)以降の変更箇所 



 

 
 

 

 

庁内会議を開催する前に 

(1)会議の開催通知は早めにし、目的、開始時間、終了時間を明示 

  会議は計画的に開催します。 

 

(2)会議資料は必要最低限に、かつ、事前配布 

 会議の内容や目的に応じて必要最低限の資料にします。 

資料は事前配布し、会議での資料説明等の省略、簡略化を図ります。 

 

(3)会議参加者は事前に資料に目を通し、発言すべきことをまとめておくこと 

  効率的・効果的な議論で会議時間を有効に使えるよう準備をしておきます。 

  

庁内会議の運営に当たっては 

(1)会議の目的（何のために開催するのか）、目標（何を決めるのか）、議題（何を話し

合うのか）を事項書等に明記 

  会議で生み出す成果や議論のポイントを明確にするため、会議の目的・ 

目標・議題を事項書等に明記し、資料とともに事前配布します。 

 

(2)会議は原則、開催時間は１時間以内で、定刻開始、定刻終了、あいさつはなし 

  儀礼的・形式的な行為は、極力排し、議論する時間を確保します。 

  あらかじめ決めた時間内で効率的・効果的に会議の目的・目標が達成できるよう、

主催者は適切に会議進行します。 

 

レクチャーの実施に当たっては 

(1)レクチャーの目的（意思決定か、協議か、それとも情報共有か）、目標（何を成果と

して得たいのか）、論点（何を話し合うのか）を明確にしてレクチャーを実施 

   ※ 意思決定：なんらかの決定を行う 

    協  議：なんらかの検討を行う、もしくは、意見をもらう 

    情報共有：決めたことを共有する、伝える 

   レクチャーで生み出す成果やレクチャーすべきポイントを明確にして、 

可能な限り短時間で目的・目標が達成できるよう実施します。 
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(1)所属宛のメールは、メールの先頭に送信先、転送先、種別（照会、周知など）等を

記載したリード文を添付 

  メールを開いて最後まで読まなくても、プレビュー画面で誰宛のメールか、回答が

必要かなどの概要がわかるようにして、分類や転送等の手間を軽減します。 

 

(リード文の様式及び記載例）  

 ------------------------------------------- 

 ○送信先：全所属、全所属長 

○転送先：所属内全職員 

 ○種 別：周知 

 ○回答の要・不要＜期限＞：不要 

 ------------------------------------------- 

※署名機能を活用すると便利です。  

 

① 「送信先」は、当該メールを送信した先（所属宛だけなのか、特定の職員等にも

送信しているのかなどがわかるように）を記載する。 

② 「転送先」は、所属内全職員なのか、特定の業務担当者なのかがわかるように具

体的にメールの転送先を記載する。なお、「関係職員」というような抽象的な記

載は不可とし、転送先を具体的にイメージできるよう可能な限り特定する。 

③ 「種別」は、照会、周知、案内、募集、参考などを記載する。    

④ 「回答の要・不要＜期限＞」は、回答の「要・不要」、回答が必要な場合は、＜

期限＞も記載する。 

 

《運用にあたっての留意事項》 

・リード文を付ける趣旨に鑑み、件名から転送先が特定でき、かつ回答等の対応が必要

ないことが明らかなメールについては、リード文は不要としたり、項目を一部省略して

も結構です。 

・リード文は本様式を原則としますが、メールの内容等に応じて、受信側にとってより

わかりやすくするために、リード文の項目を追加・変更しても結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 






